
・（※1）工事関係者の見やすい箇所に掲示する。数が多い場合は、職務

を併記した一覧表でも可。

・標 識 寸 法については規定なし。作業主任者の数が多い場合は、職務を

併記した一覧表を使用。

【記載例⑤】作業主任者一覧表

（副）□□ □□

地山の掘削及び土止め

支保工作業主任者
○○建設(株) ○○ ○○

石綿作業主任者 ○○建設(株) ○○ ○○

作 業 主 任 者 一 覧 表

地山の掘削及び土止め

支保工作業主任者

○○建設(株) （正）○○ ○○

作 業 主 任 者 一 覧 表

資格名 会社名 氏名

○○建設(株) （副）□□ □□

資格名 会社名 氏名

石綿作業主任者

○○建設(株)

○○建設(株)

（正）○○ ○○

（※２）・作業主任者を選任しなければならない場合に記載する。

（※２）・作業主任者を選任しなければならない場合に記載する。

・作業主任者を正・副で選任することが望ましい。

＜該当法令＞

労働安全衛生法 第十四条

（作業主任者）

事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とす

る作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局⻑の免許を受けた者

⼜は都道府県労働局⻑の登録を受けた者が⾏う技能講習を修了した者のうちか

ら、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任

者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令

で定める事項を⾏わせなければならない。

＜該当法令＞

労働安全衛生規則 第十八条（※１）

（作業主任者の氏名等の周知）

事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者

に⾏なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周

知させなければならない。

＜該当法令＞

労働安全衛生法施行令 第六条（※２）

（作業主任者を選任すべき作業）


